
 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

教 育 庁 

 

 

教職員の服務事故について 

 

 

 このことについて、下記のとおり発令（４件）したのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（区部） 

(2) 職  名  主任教諭 

(3) 年  齢  ３９歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  減給１０分の１ ３月 

３ 処分年月日 

   令和８年３月４日 

４ 処分理由 

 令和６年１０月３０日から令和７年７月３１日までの間、自宅から勤務校までの

区間において、通勤届と異なる通勤経路及び方法である自家用自動車による通勤を

行い、通勤手当７５，９７０円を不正に受給するなどした。 

 

 

Ⅱ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  特別支援学校 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ４６歳 

(4) 性  別  女 

２ 処分の程度 

  減給１０分の１ ３月 

３ 発令年月日 

令和８年３月４日 

４ 処分理由 



 

 

 

  令和７年２月６日から同年１０月２日までの間に、４時間未満の無届の遅参１４

回を行うなどした。 

 

 

Ⅲ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  高等学校（区部） 

(2) 職  名  副校長 

(3) 年  齢  ６１歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  減給１０分の１ １月 

３ 発令年月日 

令和８年３月４日 

４ 処分理由 

  令和７年３月２４日、勤務校において、同校卒業生のいじめに関するアンケート

及び中学校から送付された健康診断票の保存年限を誤って認識したことにより、同

アンケート及び同診断票延べ７１４名分が廃棄される事態を招いた。 

 

 

Ⅳ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  高等学校（区部） 

(2) 職  名  主任教諭 

(3) 年  齢  ３３歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  戒 告 

３ 発令年月日 

令和８年３月４日 

４ 処分理由 

  令和７年６月１７日から同月１８日までの間に、勤務校において、同校生徒９４

名分の氏名等の個人情報が記載された教務手帳を紛失した。 

 

 

  【問合せ先】 

東京都教育庁人事部職員課 
  電話 03-5320-6798（直通） 

 


